
附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
は
、
こ

の
府
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
開
始
す
る
募
集
又
は
私
募
に
係
る
有
価
証
券
の
発
行
価
額
の

総
額
の
算
定
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
募
集
又
は
私
募
に
係
る
有
価
証
券
の
発
行
価
額
の
総
額
の
算
定
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
十
三
条
第
二

項
第
一
号
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
取
得
勧
誘
（
金
融
商
品
取
引
法
（
次
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第

二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
取
得
勧
誘
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し

た
取
得
勧
誘
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



（
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
等
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
条
第
五
項
第
三
号
及
び
第
九
条
の

二
第
三
号
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
外
国
債
等
の
発
行
者
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
一
条
の
二
第

一
号
の
二
並
び
に
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
条
第
二
号

の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
有
価
証
券
の
募
集
（
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
募
集
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
有
価
証
券
の
募
集
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に

お
け
る
こ
の
府
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


